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第
１
章 

補
助
事
業
の
概
要 

 

1-2-1補助対象事業 

17次締切の公募に応募した事業者は、18次締切の公募には応募できません。 

1-2-2補助対象外となる事業 

以下に該当する事業は補助対象外とします。該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消又は交付決定の取消を

行います。 
 

※ 申請内容から判断します。また、該当することが判明した時点で補助対象外となります。事前に十分に確認してく

ださい。 

※ 同一法人・事業者の応募は、1申請に限り、複数申請はできません。 

◼ 17 次公募 省力化（オーダーメイド）枠に申請をした事業者 

◼ 本公募要領にそぐわない事業（「1-1-1 事業の目的」に沿わない事業を含む） 

◼ 事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業 

◼ 試作品等の製造・開発の主たる部分を他者に委託し、企画だけを行う事業 

◼ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業（例：無人駐車場（コインパ

ーキング等）運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等） 

◼ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業 

◼ 主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために付加価値額等を操作させるような事業 

◼ 公序良俗に反する事業 

◼ 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業 

◼ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条各項に定める事業 

◼ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業 

◼ その他申請要件を満たさない事業  

                       
                   
                      
                       

    

                                                                    
                                

    
  

                                

       
         

                          
                 

                  
                     
                      
                      
                  

             

              

       
         
               

                
                     
                     

    

                       
                     
                     

               

       
      

                              

                                                              
                                                                   
         

                                         
                                       
       


